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平和都市宣言 

 

われわれは、日本国憲法を貫く平和精神に基いて、核兵器の禁止と世界恒久平和の確立のために、

全世界の人々と相協力してその実現を期する。 

多くの歴史的遺跡と文化的遺産を持つ鎌倉市は、ここに永久に平和都市であることを宣言する。 

 

昭和 33年 8月 10日  鎌倉市  

 

 

鎌倉市民憲章 

制定 昭和 48年 11月 3日 

 

前 文 

鎌倉は、海と山の美しい自然環境とゆたかな歴史的遺産をもつ古都であり、わたくしたち市民のふ

るさとです。 

すでに平和都市であることを宣言したわたくしたちは、平和を信条とし、世界の国々との友好に努

めるとともに、わたくしたちの鎌倉がその風格を保ち、さらに高度の文化都市として発展することを

願い、ここに市民憲章を定めます。 

 

本 文 

1 わたくしたちは、お互いの友愛と連帯意識を深め、すすんで市政に参加し、住民自治を確立します。 

1 わたくしたちは、健康でゆたかな市民生活をより向上させるため、教育・文化・福祉の充実に努め

ます。 

1 わたくしたちは、鎌倉の歴史的遺産と自然及び生活環境を破壊から守り、責任をもってこれを後世

に伝えます。 

1 わたくしたちは、各地域それぞれの特性を生かし、調和と活力のあるまちづくりに努めます。 

1 わたくしたちは、鎌倉が世界の鎌倉であることを誇りとし、訪れる人々に良識と善意をもって接し

ます。 

 

 

 

 

 

市の木市の花 

制定 昭和 50年 10月 25日 

 

○市の木 ヤマザクラ(オオシマザクラを含む＝バラ科) 

ヤマザクラは、春になると新葉とともに白い五弁の花を開き、昔

から和歌などに多く詠まれ、日本人に愛されてきました。かつて

は鎌倉の山にもたくさんあり、薪・炭材として使われていました。

今も山のあちこちに残っていて春になるとみごとな花が楽しめま

す。 

 

 

○市の花 リンドウ(リンドウ科) 

リンドウは、秋になるとひっそりと紫の花をつけます。やや乾い

た山地や草地に生える多年草で、葉はササに似て対生します。リ

ンドウの葉と花を図案化した「ササリンドウ」が鎌倉市の市章に

なっています。 
 

ヤマザクラ 

リンドウ 

表紙「タンポポとクローバー」 



 

 

 

鎌倉市の緑は、我が国の代表的な観光都市である本市の都市環境とともに、市民生活の質

の高さを支えています。また、平成 22年には、APEC(アジア太平洋経済協力)JAPAN2010の開

催にあわせて、アメリカ合衆国大統領や各国エコノミー首脳の配偶者が訪れるなど、世界的

な知名度を持つ本市において、緑が広域的にも重要な役割を担っています。 

本市は、平成 8年(1996年)に全国に先駆けて「鎌倉市緑の基本計画」を策定しました。そ

の後、平成 13年に一部改訂、平成 18年には全面改訂を行う中で、「山と海の自然と人・歴史

が共生する鎌倉」とした基本理念や緑の将来都市像などの計画の基本的方針を一貫して継承

してきました。 

これまで、緑が本市を特徴づける最も重要な資源であり、広域的にも重要な役割を担うも

のであるとの認識のもと、「緑地の保全」「都市公園の整備」「緑の創造」に取り組むとともに、

市民と連携した緑の環境づくりを進め、全国的にも先進性・専門性が高い計画として評価さ

れています。これらの取り組みと実績は、計画の施策展開の柱である「グリーン・マネジメ

ント」の考え方に基づき、計画の進行管理を担う「鎌倉市のみどり」※1 として継続的に公表

し、計画の進捗に応じた目標の更新、施策の内容や方針の調整を行い、さらなる計画の実現

性向上に結びつけてきました。 

現在、本市は「緑の量」を確保しようとする時代から、「緑の質」を充実させようとする時

代の転換期にあり、今後は、生物多様性保全や低炭素都市づくりの考え方にも沿って、市民

をはじめとした多様な主体との連携の充実を図ることにより、緑の質の充実に努めていくこ

とが強く求められています。 

このたび、緑の基本計画見直しにあたり、この計画がこれまでも市民に支持されてきたこ

とを確認するとともに、計画の進捗状況や社会動向等を勘案し、緑政上の諸課題の解決とよ

り一層の計画の充実を求める市民の期待に応えるために、計画内容の充実を図り、従前の緑

の基本計画の改訂版としてまとめました。 

折しも、本年 3 月の東日本大震災では、広い地域で多くの都市が、大きな被害を受けまし

た。被災された地域の一日も早い復興を願うとともに、こうした状況の中でも郷土の美しい

緑のありようが人々の心の支えになり、復興に向けた多くの連携に寄与していくものと思い

ます。 

鎌倉市はこれからも、計画の実現、さらには緑の将来都市像実現に向けて、市民をはじめ

とした多様な主体との連携のもと、豊かな都市環境の創造に努めていきます。 

 

 

平成 23 年 9 月 

鎌   倉   市 

                                                   
※1 「鎌倉市のみどり(緑の基本計画推進の取り組み)」は、緑の基本計画に基づく施策推進の実績をまとめ、毎年緑政審議会に

報告した上で公表しているものです。 
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(1)緑の基本計画の特徴 
 

○「緑の基本計画」は、平成 6 年(1994 年)6 月の都市緑地保全法※1の改正において導入された、市町村が中

長期的な観点に立って策定する「都市の緑の適正な保全及び緑化に関する基本計画」です。 

 

■緑の基本計画の特徴 

・法律(都市緑地法)に基づいて策定する計画制度です。 

・住民に最も身近な地方公共団体である、市町村が策定する計画です。 

・市町村の緑とオープンスペースに関する総合的な計画です。 

・法律に基づく措置から、公民の連携・協働による事業、市民・企業の緑化活動までの幅広い内容が

含まれます。 

・市民と行政が一体となって計画の実現に取り組んでいけるよう、法律で計画内容の公表が義務付け

られています。 

・計画内容は、上位計画である市町村の基本構想に即すことや、まちづくりに係る関連分野の計画と

の適合又は調和が求められます。 

・緑の基本計画の策定により、直接的な土地利用制限等の規制が及ぶものではありません。 

 

 

(2)緑の基本計画改訂の趣旨 
 

1)緑の基本計画改訂の趣旨 

 

○鎌倉市では、平成 6年(1994年)の都市緑地保全法の改正に基づく緑の基本計画制度の創設にあわせて、全

国に先駆けて平成 8年(1996年)4月に「鎌倉市緑の基本計画」を策定しました。 

 

○平成 13年(2001年)6月に、施策の進展等に伴う変更部分を見直した一部改訂版として、「鎌倉市緑の基本

計画－緑の施策の展開と実績－」を策定し、計画策定後の施策展開とそれに伴う計画内容の変更、及び次

の 5年に向けての課題を整理しました。 

 

○平成 18年(2006年)7月に、平成 8年(1996年)の計画策定後の 10年間の施策展開の状況や景観緑三法※2の

制定などの状況を勘案し、当初計画の基本的方針を継承する中で計画を見直し、計画実現に向けた施策展

開に重点を置いた改訂を行いました。 

 

○平成 8 年(1996 年)の計画策定から 15 年が経過し、この間の施策展開により当初の主要課題であった、広

町、台峯、常盤山等の市街化区域内の大規模緑地を含む都市環境を支える重要な緑地の保全の方針を固め、

緑の基本計画に基づく取り組みが着実に実績を積み重ねるとともに、市民の意識が身近な生活空間の緑の

充実に注がれていることなどから、鎌倉市緑の基本計画は、新たな段階に進化していく時期を迎えていま

す。 

 

○社会動向として、近年は地球温暖化の防止に向けた低炭素都市づくりや生物多様性保全、都市の成熟化に

対応した安全快適な生活空間の創造などが重要な課題となっており、鎌倉市においても緑地の保全・適正

管理・緑化等の取り組みを通じて、これらの課題の解消に積極的に関わっていくことが求められています。 

                                                   
※1 都市緑地保全法(昭和 48年(1973年)9月 1日法律第 72号)は、平成 16年(2004年)の改正により、名称が「都市緑地法」に

変更されました。 
※2 景観緑三法とは、「景観法」「景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」、及び「都市緑地保全法等の一部を改正す

る法律」で、平成 16年(2004年)12月 7日に施行されました。 
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○このたび、定期的な計画見直し時期を迎え、計画の進捗状況や社会動向などを勘案し、緑政上の課題解決

と、より一層の計画の充実を求める市民の期待に応えるため、当初計画で掲げた緑の基本計画の基本的方

針を継承する中で、計画の見直しを行うものです。 

 

 

 

■図序.1 緑の基本計画策定・改訂の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市緑の基本計画の策定(平成 8年) 

鎌倉市緑の基本計画改訂版(平成 23年度) 

鎌倉市のみどり

の公表 

・第 3次鎌倉市総合計画・第

2期基本計画(平成 18年) 

 

・鎌倉市都市マスタープラン

増補版(平成 17年) 

 

・第 2期鎌倉市環境基本計画

(平成 17年) 

鎌倉市緑の基本計画の改訂(平成 18年) 

鎌倉市緑の基本計画－緑の施策の 

展開と実績－を策定(平成 13年) 

・鎌倉市景観計画 

(平成 19年) 

 

・鎌倉市地球温暖化対策地域

推進計画(平成 20 年・平成

23年改訂) 

 

・第 2 期鎌倉市環境基本計画

改訂(平成 23年) 
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2)社会動向 

 

①国の主な動向 

○平成 20年(2008年)6月に、生物多様性保全への対応として「生物多様性基本法」が制定されました。な

お、これに先立ち、平成 19 年(2007 年)11 月に生物多様性保全と持続可能な利用に関する基本的考え方

及び国の施策を体系的に示した「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定され、また、平成 22 年(2010

年)3月には、「生物多様性国家戦略 2010」が閣議決定されています。 

 

○平成 20年(2008年)11月に、地域固有の良好な歴史的風致の維持・向上を目的とする「歴史まちづくり

法※1」が制定されました。 

 

○平成 21年(2009年)3月に、「暮らし・環境」分野の重点項目として、良好な景観・自然環境の形成等に

よる生活空間改善、地球温暖化防止、循環型社会形成、ユニバーサル社会形成等を定めた「社会資本整

備重点計画」が閣議決定され、そのうち都市公園事業分野での取り組みとして、緑の整備・保全・管理

を通じた二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止への対応やヒートアイランド現象の緩和、生物多様性

保全などが示されています。 

 

○平成 22 年(2010 年)3 月に、地球温暖化防止への対応として「地球温暖化対策基本法」が閣議決定され、

温室効果ガスの中長期目標が定められました。国土交通省は、この法律に沿って、平成 22年(2010年)8

月に低炭素都市づくりの基本的考え方や対策の効果分析方法等を示した、「みどり、エネルギー、交通・

都市構造」の 3つの分野を柱とする、「低炭素都市づくりガイドライン」を策定しました。 

 

○国土交通省は、平成 22 年(2010 年)12 月に「都市緑地法」の運用指針を改正しました。この改正では、

「都市における緑地の保全及び緑化の推進の意義」と「地方公共団体の任務等」等の項が新設され、「緑

地の有する環境保全機能の重要性が従来以上に認識されてきていることを踏まえて総合的・計画的に都

市の緑地の保全及び緑化の推進が図られること」、「市町村は事業者・NPO・住民等と協力しつつ、様々な

制度を活用して緑地の保全及び緑化に関する措置を総合的・計画的に講じていくこと」などが示されて

います。 

 

②県の主な動向 

○平成 18年(2006年)3月に、みどりの量的・質的な確保をめざして、全県的にみどり施策の推進を図るた

めの総合計画である「神奈川みどり計画」(都道府県広域緑地計画)が策定されました。 

 

○平成 18年(2006年)3月に、三浦半島らしいみどりと海を活かした地域づくりをビジョンとする「三浦半

島公園圏構想」が策定されたほか、同時期に鎌倉市を含む相模湾沿岸地域の地域資源を活かした、海と

文化を大切にするくらしの創造をビジョンとする「さがみ湾文化ネットワーク構想」が策定されました。 

 

○平成 19 年(2007 年)7 月に、神奈川をとりまく社会環境を踏まえ、概ね 20 年後の平成 37 年(2025 年)を

展望し、基本目標として「神奈川力を高め、新たな時代を創造する」を基本理念に掲げ、神奈川の望ま

しい将来像や政策の基本方向などをまとめた、神奈川力構想が策定されました。 

 

○平成 21 年(2009 年)10 月に、地球温暖化防止への対応として、「神奈川県地球温暖化対策推進条例」が

制定されました。 

                                                   
※1 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称：歴史まちづくり法) 
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(3)緑の基本計画の位置づけ 
 

○緑の基本計画は、市民と行政が一体となって取り組む緑のまちづくりの共通目標・指針となるもので、上

位・関連計画や緑化施策・事業との関係は次のように示されます。 

○鎌倉市は、緑の基本計画に基づく施策・事業の取り組み・成果のまとめとして、鎌倉市緑政審議会に報告

した上で毎年公表している「鎌倉市のみどり(緑の基本計画推進の取り組み)」を緑の基本計画の進行管理

書と位置づけ、計画推進に活用していきます。 

 

■図序.2 緑の基本計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例に基づ

いて定める 

緑政審議会 

答申 諮問 

上位計画 

○鎌倉市総合計画(基本構想・基本計画・実施計画) 

 

 

 

 

 

 

鎌倉市 

緑の基本計画 

鎌倉市関連計画 

国・県の関連政策・計

画等 

○保全すべき緑地の確保、都市公園等の整備、緑化の推進、市民との連携の推進に係る施策・事業 

指針となる 

鎌倉市のみどり 

施策・事業の取り組み・ 

成果のまとめ、公表 

目標更新、施策

内容・方針の修

整に反映 

広域的な関連計画等 

○鎌倉市都市マスター

プラン 

○鎌倉市景観計画 

○第 2期鎌倉市環境基本

計画 

○その他 

・防災・福祉・健康・

文化推進・観光等の

計画 

○鎌倉市緑の保全及び

創造に関する条例 
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(4)計画期間 
 

○これまでの緑の基本計画に基づく緑地指定等の実績を踏まえ、

本計画の計画期間を 20年間とし、目標年次を平成 42年(2030

年)、中間年次を平成 32年(2020年)とします。 

○今後、計画の進捗状況や社会動向などを勘案し、関係する行

政計画の考え方や改訂に応じて、概ね 5 年毎に見直しを検討

し、必要に応じて改訂等を行います。 

 

(5)計画のフレーム 
 

○本計画は、鎌倉市の全域を対象区域としま

す。 

○計画の前提となる鎌倉市の目標年次の将

来人口を 17.1万人と想定します。 

○目標年次の市街地の規模については、現在

と同程度と想定します。 

 

 

 

 

 

■表序.1 計画フレーム 

計画対象区域 計画対象区域内市町村名 

鎌倉都市計画区域 鎌倉市の全域(約 3,953 ha) 
  

年次 
現況 

平成 22年(2010)年 

中間年次 

平成 32年(2020年) 

目標年次 

平成 42年(2030年) 
 

人口規模 17.4万人※1 17.6万人※2 17.1万人※2 

市街化区域 約 2,569  ha 約 2,572  ha 約 2,572  ha 

市域面積 約 3,953  ha 約 3,953  ha 約 3,953  ha 

 

 

 

 

                                                   
※1 平成 22年度末の人口です。 
※2 平成 22年度に実施した簡易人口推計(各年 1月 1日基準)の数値で、2005年から 2010年の人口増減をベースに、社会移動が

収束していくと見込んだトレンド推計です。 

■目標年次 平成 42年 

(2030年) 

■中間年次 平成 32年 

(2020年) 

■鎌倉広町緑地 
緑の基本計画に基づく緑地指定等の進捗により、市街化区域内

の大規模樹林地の保全に成果が得られています。 

■緑の質の充実に向けた市民の活動 
緑の基本計画のリーディング・プロジェクトとして
「緑の質の充実」を掲げ、未来に誇れる価値ある緑の

創造に取り組んできました。(緑のレンジャーによる
緑地の管理) 

■緑の質の充実に向けた取り組み 
緑の基本計画のリーディング・プロジェクトとして
「緑の質の充実」を掲げ、確保緑地の適正整備の取

り組みを進めています。(常盤山特別緑地保全地区) 
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(6)計画の構成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑の基本計画の特徴・位置づけ等 

緑の基本計画が、どのようなものであるかを説明しています 

都市特性と緑の現況・特徴 

計画の基本理念 

鎌倉市がめざす緑の考え方 

緑の機能と、その機能を踏まえた、鎌倉市がめざす緑の考え方を示しています 

機能別の緑の配置とネットワーク 

機能別に見た緑の現況と評価、緑のネットワーク形成の考え方と配置の方針を示しています 

緑の将来都市像と緑の配置の方針 

緑の将来都市像と、その計画内容である緑地の保全、都市公園等の整備、緑化の推進、連携

の推進の方針について示しています 

緑の将来都市像の実現に向けた取り組み 

緑の将来都市像の実現に向けた施策の内容を、機能別の緑の配置とネットワークに

対応する形で示しています 

 

計画の実現性を高めるための取り組み 

計画実現を力強く推進するために取り組むべき事項等について示しています 

計画推進のための施策と制度・事業 

計画の推進に向けた施策の体系と展開する制度・事業の内容・方針を示しています 

緑地指定等のまとめ 

計画期間における緑地指定等の目標量と方針図を示しています 

特定地区の保全・整備・緑化の方針 

歴史的風土保存区域、近郊緑地保全区域、特別緑地保全地区、風致地区、緑化地域、

都市公園、保全配慮地区、緑化重点地区等についての方針を示しています 

流域を単位とする地域別の方針 

流域を踏まえた地域別の緑の配置と計画実現に向けた取り組み等の方針を示しています 

参考資料 

計画の基礎資料、改訂の経過、用語などを整理しています 

序 

第Ⅰ編 

 

鎌倉市が

めざす緑 

第Ⅱ編 

 

緑の将来都市

像実現のため

の施策 

参考資料 
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○鎌倉市緑の基本計画・改訂版の概要 
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